
自転車の 交通ルールを 守りましょう
じ て ん し ゃ こ う つ う る ー る ま も

交通違反は 反則金を 払います
こ う つ う い は ん はん そく きん は ら

・対象者は16歳以上です
たいしょうしゃ さいいじょう

てつづ

手続き

終わり
お

・決められた日までに

銀行や郵便局で支払います。

・交通違反をすると、警察官から

青切符と納付書を渡されます

こうつういはん けいさつかん き ひ

あおきっぷ のうふしょ わた ぎんこう ゆうびんきょく しはら

携帯電話を使いながら

自転車を運転するのは

違反です。

しんごう まも

いはん すす

信号を守らない

反則金 ￥6,000
はんそくきん

しんごう まも

あおしんごう

みどりいろ しんごう

とき

携帯電話の使用

反則金 ￥12,000
はんそくきん

けいたいでんわ しよう

一時停止・安全確認

反則金 ￥5,000
はんそくきん

いちじていし あんぜんかくにん

信号を守らないと

違反です。進んで

いいのは青信号

（緑色の信号）の

時だけです。

イヤホン使用

反則金 ￥5,000
はんそくきん

い や ほ ん しよう

傘さし運転

反則金 ￥5,000
はんそくきん

かさ うんてん

右側通行

反則金 ￥6,000
はんそくきん

みぎがわつうこう

止まれの標識がある

場所では、一度止ま

って安全確認をしな

いと違反です。

無灯火

反則金 ￥5,000
はんそくきん

む と う か

並走・二人乗り

反則金 ￥3,000
はんそくきん

へいそう ふたり の

Generated by AI

交通違反の例
・自転車の交通違反は全部で113種類あります。ここに書いていない違反もあります。

・わからないことは、近くの警察署で聞いてください。

じてんしゃ こうつういはん ぜんぶ しゅるい か いはん

ちか けいさつしょ き

いはん

じてんしゃ うんてん

けいたいでんわ つか と ひょうしき

ばしょ いちど と

あんぜんかくにん

いはん

い や ほ ん おんがく

イヤホンをつけて、音楽

を聴くなど、周りの音が

聞こえない状態で運転

するのは違反です。

傘をさして自転車

を運転するのは

違反です。

き まわ おと

き じょうたい うんてん

いはん

いはん

うんてん

かさ じてんしゃ

道路の右側を

走ることは違反

です。

夜、自転車の電気

を点けないで運転

すると違反です。

他の人と並んで走ると

違反です。

1台の自転車に他の人と

一緒に乗ると違反です。

チャイルドシートを使えば、16歳以上

の人の運転で、小学生になる前までの

子どもを2人乗せることができます。

どうろ みぎがわ

はし いはん

よる じてんしゃ でんき

つ うんてん

いはん

ほか なら はし

いはん

だい じてんしゃ ほか

いっしょ の いはん

歩道を走るのは違反ですが

（反則金￥6,000）

年齢や条件で認められる

場合もあります。

都城市地域振興課国際化推進室

ちゃいるどしーと つか さいいじょう

ひと うんてん しょうがくせい まえ

こ ふたりの

ほどう はし いはん

はんそくきん

ねんれい じょうけん みと

ばあい

みやこのじょうしちいきしんこうかこくさいかすいしんしつ

こ う つ う い は ん れ い


	スライド 1

